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 特例承継計画の提出期限２年延長！ 

2024 年度（令和 6 年度）税制改正大綱が、

2023 年 12 月 14 日に与党より発表されま

した。 

 「定額減税」や「賃上げ税制」などが新聞テ

レビに取り上げられますが、隠れた目玉項目と

して、「事業承継に伴う特例承継計画の提出期

限延長」があります。 

 

１．事業承継税制の概要 

２，事業承継税制の流れ 

３．2024 年（令和 6 年）税制改正 

4. 活用のポイント 
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 1 事業承継税制の概要 

 ２ 事業承継税制の流れ 

出典：国税庁 

出典：国税庁 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 2024 年（令和６年）税制改正 

 ３ ポイント 

 ご用命がありましたら、遠慮なくお電話やメール等頂けましたら幸いです。お気軽にご相談下さい。 

0120-516-264 imamura@money-c.com 担当：今村 

特例承継計画（個人事業承継計画）の提出期限は 2 年間延長されましたが、事業承

継税制の特例措置についての適用期限には変更がありません。 
また、税制改正大綱には、「今後とも延長を行わない」と明記されています。 
事業承継税制の適用をお考えの方は、早めに特例承継計画（個人事業承継計画）の

提出をされることを強くお勧めします。 

Q：特例承継計画を提出したら、その計画に書いたとおりに事業承継税制の適用を

しないといけないのですか？ 
例えば、計画を提出した後に、後継者の変更は認められますか？ 
M&A で会社を売却したりすると罰則などがあるのですか？ 

特例承継計画を提出しているだけの段階（事業承継税制の適用未）では、後継者の変更も M&A

での会社の売却も、全く問題ありません。 

つまり、「特例承継計画を取り敢えず出しておく！」というのが制度的にも認められています。 

注：今回の内容は国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんので、ご留意ください。 



 

 

 


